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矢作川流域の上下水道の広域連携について

１．矢作川流域 上下水道広域連携協議会の設立
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 愛知県と豊田市を含む西三河の１０市町は、「矢作
川流域上下水道一本化基本方針（案）」に合意

 ２０２５年１２月２６日、県と１０市町で構成する「矢作
川流域上下水道広域連携協議会」を設立
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２．矢作川流域 上下水道一本化 基本方針

 基本方針とは、上下水道の一本化に関する取組方針と進め方をまとめたもの
 協議会では、この基本方針を基に具体項目の議論検討が進められる
 県や市町が一つの経営主体となる新たな組織（以下「新組織」と言う。）の方向性は、
料金統一を要しない形態である「経営の一体化」を目指す
（事業統合については、新組織設立後、必要に応じて検討

 併せて「施設の共同化」「管理の一体化」に取り組み、効果発現の最大化を図る
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３．新組織の主な取組と期待する効果

 経営の一体化（図１）
県・市町の共通業務の集約（総務・経理など）など
⇒ 効果：柔軟な人員配置が可能

 施設の共同化（図２）
行政区域を超えた配水池など施設の共同利用、
整備など
⇒ 効果：更新費、維持管理費等の縮減

 管理の一体化（図３）
維持管理業務の共同発注、オンラインシステムの
共同導入など
⇒ 維持管理費等の縮減

図１（経営の一体化のイメージ）

図２（施設の共同化のイメージ）

図３（管理の一体化のイメージ）
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４．今後の進め方（新組織設立フロー）

 ①基本方針を基に上下水道の一本化に向けた具体検討
 ②上下水道の一本化に合意し、新組織設立の実務的な準備、手続きなどを実施


